
  　　　　年　　月　　日に解約の通知を致しますので  　　　　年　　月　　日までの分を負担します。

＜解約後連絡先＞

1

2 広めの部屋への住み替え

3 経済的理由による住み替え

4 生活変化による住み替え【就職（転職） ・ 入学（留学） ・ 結婚 ・ 帰省 ・ その他】

5 会社都合による住み替え【転勤　・　移動　・　その他：　　　　　　　　　　　　　】

6 物件への不満　　　　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

7 管理会社への不満　　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

8 その他　　　　　　　　【　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

  　　　　年　　　月　　　日

借 主　　 氏 名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印

※ご加入された保険会社がご不明の場合は、弊社までご連絡ください。なお、借主自身で火災保険にご加入された場合は、

ご自身でお忘れなくお手続きください。

◆損害保険ジャパン(株)（旧：損保ジャパン日本興亜）にご加入の方は、下記にご回答をお願いします。

・火災保険も併せて解約する　　ＹＥＳ　・　　ＮＯ

ＹＥＳと答えた方に関しましては、後日保険代理店より解約通知書が届きますので必ずご返送ください。

返送がない場合は火災保険の解約ができませんのでご注意ください。

解約日は、賃貸借契約の解約日をご指定ください。解約日の翌日以降は、保険契約は無効になります。実際の退去日等、

賃貸借契約の終了日と異なる日付を指定し、万が一、事故が発生した場合、借主の全額自己負担となります。

◆(株)FIS（フレックス少額短期保険）にご加入の方は、同封の「解約手続きのご案内」をご参照いただき、WEBにてご解約

手続きを行うか、お客様専用ダイヤル0120-77-2094（平日10:00～17:00）まで直接ご連絡ください。

【火災保険解約の確認事項】

更新を機に住み替え

住所　　　　　　　　　　　　 TEL

●解約理由（該当する項目がございましたら、番号又は【】内の項目に○をご記入ください。）

預金種別　普通・当座・（　　 ）

（ﾌﾘｶﾞﾅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

口座番号 名義

≪退去精算金返金口座≫

　　　　　　　　　　　　　　銀行 　　　　　　　　　　　　　　支店

五、　退去の立会い及び退去に伴う原状回復工事のため、各種工事業者等が借主との連絡・調整のため必要とされる場合は、

貸主が契約締結時に取得した借主の個人情報は、各種工事業者等の第三者に提供されます。

【立会い希望日（全荷物搬出後）】

　　　月　　　日　　　ＡＭ　・　ＰＭ　　　時　　　日割賃料負担する日までにお願いします。

二、　万一、撤回または延期によって損害金が発生した場合は借主が全額負担するものとする。

三、　入居時に付属していた取扱説明書は残置しておいて下さい。

四、　退去後の精算について、解約日を基準日として20日〆の翌20日返金となります。

　※但し、20日が土日祝日の場合は翌営業日のご対応になります。

【賃貸借契約の解約通知時の注意事項】

一、　借主は、本解約通知後、解約及び明け渡しを撤回、または延期することができない。

但し、貸主及び所有者の書面による承諾書があれば、解約及び明渡しの撤回、または延期ができるものとする。

解 約 通 知 書
㈱明光トレーディング　御中

借主は、下記注意事項を確認及び承諾をし、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号室の賃貸借契約を号室の賃貸借契約を



 



 


